
 

  
 

 

№ ２８３ 

 

平成 27 年１月 16 日 

愛媛県高速道路 
交通安全協議会 
ＴＥＬ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

ＦＡＸ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

  

 
 

 
≪緊急対策推進機関：平成 27年１月 16日～平成 27年１月 25日≫ 

※交通死亡事故発生状況 
 

発生日時、場所 

道  路 

道路形状 

事故類型 

当  事  者 
被害 

程度 

１ 

１月６日（火） 

午前３時20分ころ 

松前町大字西高柳 

国道 

直線路 

人対車両 

中型貨物車    37歳   男性 

歩行者      61歳   男性 

なし 

死亡 

２ 

１月８日（木） 

午後７時39分ころ 

新居浜市西の土井町 

県道 

直線路 

車両相互 

普通乗用車    29歳   男性 

自転車      42歳   女性 

なし 

死亡 

３ 

１月 11日（日） 

午後８時49分ころ 

松山市平田町 

国道 

直線路 

人対車両 

普通乗用車    40歳   男性 

歩行者      65歳   男性 

なし 

死亡 

４ 

１月 13日（火） 

午前６時20分ころ 

松山市竹原 

市道 

直線路 

人対車両 

軽四貨物車    61歳   男性 

歩行者      75歳   男性 

なし 

死亡 

５ 

１月 15日（木） 

午前８時22分ころ 

愛南町御荘長月 

町道 

交差点 

車両相互 

原付車      84歳   男性 

軽四乗用車    79歳   男性 

大型貨物車    54歳   男性 

死亡 

なし 

なし 

※１月 16日午後８時現在 

   本年の交通事故死者数 ５人（前年比 ＋３人）うち、高齢死者数 ３人（前年比 ＋３人） 

 

※ この広報紙は、ホームページにも掲載しています。 

● 加害者とならないために 

１ 夕暮れ時は早めにライトを点灯するとともに、前照灯のハイビームとロービームをこまめに切り替

える。 

２ 交差点や横断歩道に接近する場合は、減速・徐行と安全確認を徹底する。 

３ 睡眠不足や疲労など、体調が悪いときは運転を控える。 

● 被害者とならないために 

１ 反射材は常時携帯し、夜間の外出時には、必ず反射材を身につける。 

２ 道路の横断は、可能な限り横断歩道を利用し、通行車両の状況をよく確認して横断を開始するとと

もに、横断中も注意を怠らない。 


